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名古屋市と名古屋市立大学が寄附講座の設置に関する協定を締結 

6 月 1日（木）午後1時 45分から締結式実施のご案内（取材依頼） 

 

 平成 17 年に発達障害者支援法が施行されて以降、発達障害に対する認知が高まり、社会

的に大きな関心が寄せられるとともに、就学前、学齢期、青年・成人期、それぞれのライフ

ステージにおいて、さまざまな困難に直面している発達障害児者への支援の充実が大きな課

題となっていることから、名古屋市と名古屋市立大学が連携して、医療・福祉・教育が一体

となった発達障害に関する知見の蓄積と発達障害児者への支援を実施する運びとなりまし

た。 

 

 今後、名古屋市立大学に寄附講座を開設し、あわせて名古屋市立大学病院に「こころの発

達診療研究センター」を設置することにより、発達障害に関する研究・臨床拠点として高度

な医療の提供、医学的な調査研究等を行っていくとともに、当該研究成果を踏まえ、診療体

制の構築や発達障害に関わる職員研修などの連携事業を実施してまいります。 

 

 つきましては、以下のとおり寄附講座の設置に関する協定の締結式を開催いたしますの

で、ご案内いたします。 

 

１ 寄附講座の名称 

こころの発達医学寄附講座 

 

２ 設置期間 

   令和５年８月１日 ～ 令和１０年３月３１日 

 

３ 協定締結式 

（１）日 時 令和５年６月１日（木） 午後１時４５分開始 

（２）場 所 名古屋市公館４階 小会議室 

（３）出席者 名古屋市長      河村 たかし はじめ各局関係者 

    名古屋市立大学理事長 郡 健二郎  はじめ大学関係者 
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４ 名古屋市立大学における調査研究（予定） 

(1) 発達障害に関する医学的な調査研究 

(2) 医療・保健・福祉・教育などの現場で活用できるアセスメントツールの開発 

(3) 発達障害の診療に関わる医師を対象とする発達障害研修プログラムの開発 

(4) 発達障害児者への支援に関わる職員を対象とする発達支援プログラムの開発 

 

５ 研究成果を踏まえた連携事業（予定） 

(1) 診療体制の構築 

(2) 発達障害に関わる職員研修 

(3) 困難ケースへの対応に関する助言、支援 

(4) 全ライフステージにおける発達障害に関する職員向け支援ガイドラインの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）寄附講座とは 

 教育研究の進展及び充実を図ることを目的に、民間企業や行政機関等からの寄附金を 

活用し、設置、運営する講座。 


